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福祉施設はいま 

利用者本位のサービス体系へ再編 

重症心身障害児施設（児） 

療護施設（身） 

更生施設（身・知） 

授産施設（身・知・精神） 

小規模通所授産（身・知・精） 

福祉工場（身・知・精） 

通勤寮（知） 

生活訓練施設（精） 

地域生活支援センター（精） 

無認可（福祉）作業所 

療養介護（医療型） 介
護

給
付 生活介護（福祉型） 

自立訓練 
訓
練
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給
付 

就労移行支援 

就労継続Ａ・Ｂ 

地域活動支援センター 

日中活動系サービス 

23
年
度
ま
で
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◆旧体系（Ｈ２３年度までに） ◆新体系 

居住支援サービス 

＋ 



障がい者雇用と福祉サービスの対象者 
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万人 

労働系の就労支援担当
者が対象とする障害者 

障害福祉系の就労支援担
当者が対象とする障害者 

障害者雇用対象者 

（３０万人＋α） 

障害福祉対象者
（６０万人＋α） 

●福祉サービスの障がい別 
利用状況の内訳（単位：万人） 

身体 ７９％ 

（２７．２万人） 

精神 ３％ 
（１万人） 

知的１８％
（６．１万人） 

●障害別雇用内訳 

※就労者数（Ｈ20年 障害者 

  雇用実態調査から推計） 



就労へのプロセス 

訓練の必要なし。実習を経て早めに就労 

雇用就労は難しい。福祉的就労が妥当 

支援学校・医療機関等 職業センター 
職業訓練校 
就・センター 

就労移行事業所 

就労継続A 
就労継続B 

授産施設等 作業所 

地域活動 
支援センター 

・一般就労だけが働く場ではない 
・就労へ支援制度や訓練機関の活用も 

企業 
就労 

一
般
就
労
の
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就
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の
底
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工
賃
倍
増
計
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職
業
的
重
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１～2年の準備訓練を経て就労 

雇用就労は微妙。実習等を通して評価 



  
 府立支援学校高等部(知的)卒業生の進路状況 

平成 能開校 
他 

就職 施設
等 

その
他 

合 計 

１８ 
年度 

人 58 100 523 59 740人 

％ 7.8 13.5 70.7 8.0 100％ 

１９ 
年度 

人 46 120 457 52 676人 

％ 6.8 17.8 67.6 7.7 99.9％ 

２０ 
年度 

人 43 128 549 27 747 

％ 5.8 17.1 73.5 3.6 100％ 

２１ 
年度 

人 54 150 591 37 832 

％ 6.5 18.0 71.0 4.4 99.9％ 

２２ 
年度 

人 39 155 528 35 757 

％ 5.2 20.4 69.7 4.6 99.9％ 
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・支援学校卒業生の２割が就職。 
７割が福祉施設を利用。 
・施設からの就労は・・・ 

全国 

大阪 

◆就職率の推移◆ 

・支援学校の就職率は
微増しているものの、
全国平均より６Ｐ低い 

・施設数が全国一多い  
大阪の特徴か？ 



 大阪の福祉施設の特徴 

・全国一施設数が多い：府下８００施設・作業所、２万人の利用者 
・６割が小規模施設、 ８割が知的・精神の施設 
・工賃は最下位 平均工賃（Ｈ21年度） 大阪：８，９３１円 
  １位福井県：１６，６２１円、 全国平均：１３，０４９円  

・平均工賃以下に６割の施設が集中 

平均工賃以下に６割が集中 
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１３，０４９円 

大阪府平均 
８，９３１円 

◆工賃分布（Ｈ１８→２１年）◆ 



大阪府・東大阪市・高槻市の委託事業 
「障がい者就労サポート事業」とは 

◆大阪府下（政令指定都市を除く）の施設や作業所の利用
者を対象に、施設と連携をとり職場開拓から職場定着まで
就労面、生活面の支援を行い、施設からの就労促進を行う
事業です。 

◆主な業務 

・企業開拓：障がい者の雇用や実習受入先企業の開拓 

・職場内で人的支援：ジョブライフサポーター（ＪＬＳ）   

 が障がい者と一緒に職場に入り仕事面、職業生活面で自 

 立できるための様々な支援 

※ジョブライフサポーター（ＪＬＳ）＝障害のある人と一緒に職場 

に入り、職場や職務のベストマッチングのためのサポートを行い 

ます。一般的にはジョブコーチと呼ばれている。 



      訪問期 
     （フォロー期） 

     通所後期 
    （マッチング期） 

     通所中期 
   （実践的訓練期） 

  通所前期 
（基礎訓練期） 

   就 労    施設外支援   施設外作業 施設内作業 

・基礎体力 

･労働習慣 

・集中力、持続力 

・あいさつ、言葉使い 

・作業能力… 

・緊張感 

･作業態度 

・働くイメージ 

・対人関係 

・生産性… 

・コミュニケーション 

･マナー 

・通勤 

・職場環境への適応 

・ジョブマッチング 

・自立度アップ  

･職業生活習慣 

・スキルアップ 

・対人関係 

・フォローアップ 

・利用者の登録 

・就労移行計画の作成と見直し 
・実習、雇用先の紹介 

・支援者派遣 

 

・定着支援 

・フォローアップ 

 

施設との連携による個別ケース検討、途切れのない支援 
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施設からの就労～基本的な流れ～ 

移行 
支援 

フォロー 
アップ 



    障がい者就労サポート事業 

登録障がい者の状況（２０１１年３月末）  

登録障がい者 就労者（％） 未就労（％） 

知的 ７２０ ６５％ ２７７人（３８） ４４３（６２） 

精神 ３６５ ３３％ １２７人（３５） ２３８（６５） 

身体 ３２ ３％ １２人（３８） ２０（６２） 

１１１７人 １０１％ ４１６人（３７％） ７０１人（６３％） 

◆登録障がい者の障害程度 

実績① 

1級：11人：３％

2級
228人

62％

3級

76人
21％

手帳無し

50人
14％Ａ

171人

24％

Ｂ１

378人
52％

Ｂ２
171人

24％
1級:7人

   22%

2級:15人:47%

3級:3人:9%

4級:5人:16%

5・6級:２人:6%

知的 精神 
身体 



障がい者就労サポート事業 

支援ケースと就労者数 

■就労率：５８％ ■離職率：３３％ 

実績② 
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施設から就労へ～福祉施設の実態 

0.0 5.0 10.0 15.0

就労移行支援

就労継続A型

就労継続B型

旧法施設・福祉工場

就労移行支援（多機能）

14.7 
2.0 

1.4 

1.0 

1.6 

●就職を理由に退所した者の割合：H21年4月現在 

・自立支援法の事業体系では、ニーズ、目的別に体系を見直し、サービスの 

質を高めることを目的のひとつに改革された。 

・福祉施設から一般就労への状況は、就労移行支援事業が群を抜いている。 

・新体系に変わり５年目で、役割の整理と目的ごとの再編をした結果が出 

始めている。 

（注）就労移行支援事業および就労継続支援事業については、事業開始後１年以上前のみ。 出典：厚生労働省 



施設から就労へ～大阪府の実態 

事業所種別 事業所数 就労者数 ％ 

就労移行事業所 １３４ ４００ ５２ 

就労継続Ａ・Ｂ型 ２３５ １１５ １５ 

生活介護他（※１） ２０７ １３ ２ 

旧体系事業所 １７０ ６６ ８ 

地活センター １８４ １８０ ２３ 

合計 ９３０ヵ所 ７７４人 100% 

●Ｈ２２年度 施設からの就労者数 

年間就労 
人数 

事業
所数 

比率 合 計 
就職者 

比率 

０人 ３７ ２８ ０ ０ 

１人 ２８ ２１ ２８ ７ 

２～５人 ４３ ３２ １１３ ２８ 

６～１０人 １８ １３ １１８ ３０ 

１１～２０人 ８ ６ １４１ ３５ 

合計 １３４ 100% ４００人 100% 

●就労移行支援事業所の状況 

・報酬単価の高い就労移行支
援事業所を選択している事業
所は多いが、５割は年間就労
者実績１名以下。 

・８カ所の事業所（６％）で全体
の１/３の実績を上げている。 
・ますます2極化傾向に。 

・就労者は増加しているが、潜
在的な利用者は微減。 



◆就労サポート事業  登録障がい者の未就労者の状況 

Ａ, 23 Ｂ, 37 Ｃ, 40

Ａ, 20 Ｂ, 60 Ｃ, 20

Ａ, 20 Ｂ, 50 Ｃ, 30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体

精神

知的

身体 

精神 

知的 Ａ評価＝雇用前実習可 

Ｂ評価＝各種実習を経て就労へ 

Ｃ評価＝まだ施設内訓練段階 

◆就労移行支援事業所の役割は意識されているか 
 ・就職はゴールではなくスタート。 
 ・企業で求められる力の育成を意識しているか 
 ・マッチングのための丁寧なアセスメントが重要。 
 ・就職に向けての明確な「計画→実行→評価→見直し」があるか。 

福祉施設の課題 

実績 
就労に繋が
りやすい 

企業が求め
る人材育成 



企業が求める人材（㈱クレール） 

キーワード：なぜ働くのかが理解できている 

１．働く「意欲」・・・一所懸命やろうとする気持ち 

 （基礎学力、手先の器用さは二の次） 

２．協調性・・・仲間の輪に入れる（会話力は二の次） 

３．挨拶、返事が元気よくできる 

４．日常生活習慣の習得（自分のことは自分で） 

５．働く場のルールを理解し、約束が守れる 

• 「何のために働くのか、自分はどうなりたいのか」 

 目的意識が大事 

 （就労は手段であって目的ではない） 



職務の遂行を支えるものは 

･理解度、スピード、正確
性・適した仕事・得意なこ
と、苦手なこと 

･職場のルール・挨拶、身
だしなみ・作業遂行力 

・時間を守るなど 

･感情のコントロール・作
業態度･対人態度 

･苦手な人へのあいさつ 

･生活リズム･金銭管理･
感情表現･自己理解・家
事・余暇・整容など 

･食事、栄養管理・体調管
理・通院服薬管理 

※就労準備ピラミッド（障害者職業センター） 

職務の遂行は健康管理や日常生活の管理の上に成り立っている 

心と体の健康管理 

日常生活の遂行 

職業生活の遂行 

職務の 
遂行 

職
業
生
活
の
準
備
性 

社
会
生
活
の
準
備
性 
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職業準備訓練 

職業教育 

生活訓練 

健康(障害)管理 



就労支援の中でぶつかる課題 知的障がいのケース 

◆「働く意欲」の問題： 
 ・「働く意欲は働くことによってしか生まれない」が、「意欲」はどう形成する 
 ・働くことがイメージできない 

◆基本的な社会的習慣ができていない 
 ・あいさつ、返事、言葉使い、身だしなみ・・・社会のルール 

◆選択肢が少なすぎる 
 ・生活経験、社会体験が少ない 
 ・本人の意思の尊重や自己決定の機会が少ない 

◆人生設計の中の就労 
 ・ライフキャリア：生涯に及び生き方としてのコース（生き方選択） 
           様々な役割、環境、出来事との相互作用 

◆異性への関心、間違った興味の示し方 
 ・心も身体も、少年から青年、そして大人になる 

就労支援の現場から～学校や家庭への期待 



働くことは生きること！ 
働くことにチャレンジしましょう！ 

• 働くことをいとわない人に育てる 

  自分のことからチャンスを与え続ける 

• 経験は財産。 

  選択肢を広げる（色んな仕事を体験しよう） 

  失敗から学ぶ（頭も体も心も鍛えられる） 

• 働くことは社会の中で必要とされていることを実感できる 

• 安心して「離職」できる「地域の受け皿」 

 「やり直しができる」体制づくりも不可欠 

• 働くことを支え続けられる地域社会に 

  家庭・様々な支援機関・会社のネットワークづくりを 

※ご清聴ありがとうございます。 


